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医療安全支援センター運営要領について 

 

 

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（平成 

１８年法律第８４号）により、医療法（昭和２３年法律第２０５号）の一部が改正され、

平成１９年４月１日より、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療安全支援セ

ンターを設けるよう努めなければならないこととされたところである。 

これを受け、各都道府県における医療安全支援センターの運営方法等について、別添の

とおり「医療安全支援センター運営要領」を定めたので、十分御了知の上、その運営に遺

憾のないよう特段の御配慮をいただくとともに、管下職員等に対し周知願いたい。 

なお、「医療安全支援センターの設置について」(平成 15 年 4 月 30 日医政発第 0430003

号本職通知)及び「医療相談コーナーの設置について」（昭和 55 年 11 月 10 日医発 1135 厚

生省医務・公衆衛生・薬務・社会・保険局長連名通知）は廃止することとする。 


